
■ 附属設備使用料

■ 利用登録について

・

・ 登録団体はインターネット・ロビー端末等での施設予約ができます。

・ 登録団体は登録した施設に抽選申込みができます。

（抽選申込期間：利用希望日の２か月前の１０日～２０日）

・ １か月１２時間（６区分）まで予約できます。

《 》

・ 窓口へ登録申請に必要な書類を提出してください。

・ 主に市内で活動する５人以上で組織されている団体で、構成員の

半数以上が市内在住または在勤・在学であることが必要です。

※営利性のある団体は登録できません。

〇 市内団体における演劇や音楽等の公演、発表会や

講演会、記念式典等の集会に利用する場合

〇 ホール、控室１～３号、音楽室または学習室４号

〇 ３日間

〇

（ただし、休館日及び月曜日を除く）

〇 予約申込開始日の受付方法

・ 午前９時までに所沢まちづくりセンター学習室６号にお越しください。

・

・ 所沢まちづくりセンターの主催事業・共催事業が予定されている場合は

利用できませんので、ご了承ください。

午前９時の時点で２団体以上の希望が重複した場合は抽選になります。

登録方法等

対 象

プロジェクタ（固定式） １式   530円

陶芸用電気炉 １式   220円

ピアノ
コンサートグランドピアノ １台 1,580円

グランドピアノ １台   630円

舞台照明設備 １式 1,260円

移動式観覧席 １式 1,050円

(令和2年.4.1より）

附属設備（器具）名 単位
使用料
（１区分）

予 約 申 込 期 間 利用希望月の６か月前の初日から２か月前の９日まで

連 続 利 用 期 間

予約できる施設

定期的に利用する団体は、主として利用するまちづくりセンターに登録ができます。

ホール舞台設備

放送音響設備 １式 1,160円

持込器具（１kwにつき）     60円

所沢まちづくりセンターホール利用の特例


